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果樹産地構造改革計画
の着実な実行に向けて



－ １ －

近年、優良品目・品種への改植等が進んでいること等を背景に、消費者ニーズに

対応した高品質な国産果実が生産されており、こうした国産果実は、国内外で高く

評価され、輸出品目としても高いポテンシャルを有しています。また、急傾斜地が

多く、他の作物の栽培が困難な中山間地域では、果樹が地域の経済を支える基幹

品目となっており、地域社会の維持の面でも重要な役割を果たしています。

生産者、
関係機関等の

産地計画参画者

産地内での目標達成に向けた意識の醸成・情報共有

産地計画に盛り込む内容の検討（例）

・ 産地を維持していく担い手を育成したい

・ 産地の売りを活かして、消費者のニーズに応えたい

・ 労働力が不足する中、平坦で作業性の良い水田への新植

や省力樹形の導入により、労働生産性を向上させたい

・ 国内需要が減少する中、新たな販路拡大のために輸出に

取り組みたい

・ 収入保険・果樹共済への加入により、頻発する自然災害

に備える 等

（産地計画策定に当たっての留意点）

・ 果樹農業振興基本方針を踏まえ、かつ、都道府県果樹

農業振興計画との整合が図られたものであること

・ 産地の関係者との合意が十分に得られたものであること

・ 産地の実情を踏まえた実効性の高いものであること

・ 目標の実現性が高いものであること

・ 水田農業高収益化推進計画等の関連する計画との整合が

図られたものであること

産地一体となった構造改革・生産基盤の強化の推進

産地計画の策定
・着実な実行

（対象期間：原則５年）

生産出荷団体、市町村、生産者の代表者、
普及指導センター、農業委員会、
農地中間管理機構、農業共済組合 等

産地協議会

１．産地計画策定の目的

２．産地計画策定のイメージ

このような中、果樹農業の持続性を高めながら、成長産業化を図り、国産果実を

将来にわたり安定的に供給するためには、低下した供給力を回復し、生産基盤を強化

していくことが求められます。

しかし、生産者の減少や高齢化、後継者不足、栽培面積の長期的な減少等により、

果樹農業の生産基盤はぜい弱化しており、人口減少による国内需要の減少を上回って、

生産量が減少している状況です。

このため、各産地において、自らの産地の特性や意向を踏まえ、目指すべき姿や

目標、取組を定めた『果樹産地構造改革計画（産地計画） 』を策定し、産地の構造

改革を進めることが必要です。



産地の構造改革、生産基盤の強化
に向けて、以下の内容を盛り込んだ
産地計画を策定しましょう。

－ ２ －

担い手の育成・確保に向けて、以下のような取組を産地計画に記載しましょう。

〇 産地内における、新規就農者をはじめとする担い手の育成・確保の方法

〇 担い手が果樹特有の栽培技術を段階的に習得していくことができる仕組みの構築

果樹生産者の減少や高齢化、後継者不足が深刻な状況にある中、新規就農者や後継

者といった新たな担い手の育成・確保が急務となっています。

一方、新たに果樹農業に取り組むためには、整枝・せん定等の高度な栽培管理技術

や、高品質果実を生産するための専門技術の習得が必要となります。

このような果樹特有のハードルを下げ、担い手が果樹農業に取り組みやすい環境を

作っていくために、産地毎に受入農家や生産部会、法人経営体、普及組織、試験研究

機関等の関係者・関係組織が連携して新規就農者等をバックアップする体制の構築を

進めましょう。

労働生産性を向上させ、高い収益力を得られる園地を確保していくためには、担い手

への園地の集積・集約化を加速化していくことが必要です。

産地計画を策定・見直しする際には、人・農地プランの実質化（※）の取組と同じ方法

により地域の話合いを活性化し、将来の農地利用を担う経営体を明確化することで、そ

の経営体に対する樹体も含めた園地の集積・集約化と円滑な経営継承を進めましょう。

（※）人・農地プランの実質化

農業者の年齢階層別の就農や、後継者の確保の状況を「見える化」した地図を用いて、

地域を支える農業者が話し合い、地域の将来を担う経営体の在り方を決めていく取組

地域での
話し合い

技術的な
サポート

担
い
手
へ
継
承

【 担い手の育成・確保 】

【 次世代への円滑な経営継承 】

【 担い手への園地集積・集約化 】

３．産地計画の具体的内容
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経営継承【 】
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次世代への円滑な経営継承に向けて、以下のような取組を産地計画に記載しましょう。

〇 新たな担い手に対し、樹体を含めた園地と経営の継承をセットで進めるための取組

〇 新たな担い手が、経営継承後に早期に経営を安定させるための取組

「樹体」という生産装置が重要な要素である果樹農業において、次世代への経営

継承を円滑に進めるためには、優良品目・品種が植栽され、省力化のための基盤が

整備された園地を、未収益期間を経ることなく確保できる工夫が必要です。

樹体を含めた園地
と経営の継承

担い手への園地集積・集約化に向けて、産地計画を「実質化された人・農地プラン」

として取り扱うことが可能となるよう取り組みましょう。



省力樹形の特長

慣行比２倍以上の収量

省力樹形（みかんの根域制限栽培）

－ ３ －

・ 小さな木を密植して、直線的に配列するため、

作業動線が単純で効率的。

・ 密植することで、高収量化が可能。

・ 日当たりが均一となり、品質が揃いやすい。

・ 成木までの期間が短いため早期成園化が可能。

米の需要が毎年減少傾向にある中、平坦

で作業性の良い水田において、土壌改良や

排水対策等も行いつつ、果樹を新植する

ことにより、国産果実の生産力の増強・

水田農業の高収益化を進めましょう。

作業性の良い園地を整備するため、また、近年

頻発する自然災害に対する防災・減災の観点から、

基盤整備により、生産性が高く、災害にも強い

園地づくりに取り組みましょう。

成園化

樹園地
への転換

りんごの
超高密植栽培

水田

慣行比1.7倍
以上の収量

省力樹形の導入

作業機械導入
（例 SS）

【 取 組 例 】

園地整備
・新植

中山間地

園
地
整
備

園内作業道の確保

労働生産性の向上や早期成園化が可能な省力樹形の導入や、機械作業体系の導入

に取り組みましょう。 作業機械
（ロボット草刈機）

省力樹形・機械作業体系の導入

基盤整備の実施

水田の活用

〇 慣行樹形よりも多くの苗木を必要とする省力樹形の導入推進のため、

苗木をいかに確保していくかが課題となっています。

需要に応じた計画的・安定的な苗木の生産体制の整備、苗木生産に

必要な専門技術の普及・継承の促進に取り組みましょう。

〇 キウイフルーツ、なし等の品目では、花粉の一定程度を輸入に頼って

おり、海外での病害発生による国内供給の不安定化のリスクを抱えてい

ます。花粉採取専用樹の新植等を進め、国産花粉の安定生産・供給体制

の整備に取り組みましょう。

省力樹形導入に利用する
りんごのフェザー苗

なしの花粉採取専用樹

生産戦略

労働生産性の向上に向けて、以下のような取組を産地計画に記載しましょう。

〇 省力樹形や機械作業体系の導入

〇 防災・減災の観点も考慮した基盤整備の検討・実施

〇 平坦で作業性の良い水田を活用した果樹の新植

【 労働生産性の向上 】

【 生産資材の安定確保 】

生産資材の安定確保に向けて、苗木や花粉の生産・供給体制の現状と今後の

計画的・安定的な確保に関する取組を産地計画に記載しましょう。
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産地計画は目指すべき産地の姿や目標・取組を明確化したものです。産地協議会

のみにとどまらず、産地内の関係者全員に計画の内容を理解してもらい、目標達成

に向けて産地内で意識を統一し、産地が一体となって構造改革に取り組みましょう。

〇 産地内での意識の統一と産地一体となった取組の推進

産地内での意識の統一のためには、計画の内容をより具体的に分かりやすく周知

することが大切です。計画の策定・改定時は協議会を開催し、産地内の関係者に

幅広く参集してもらうよう努めましょう。

リーフレットやポスター等を作成・利用した計画内容の周知も効果的です。

〇 計画内容の効果的な周知

取組毎に、中心となる関係者、実施する時期、実施方法等を具体的に検討し、

実効ある取組にしましょう。

〇 実施体制・実施方針の具体化

毎年の取組を点検し、翌年に活かしていくことが、効果的・効率的な産地計画の

実行・実現に繋がります。目標達成状況等を定期的に点検・評価し、翌年の取組や

計画をより良いものに見直していきましょう。

実際の点検・評価は、「果樹産地構造改革計画について」（平成17年３月25日

付け16生産第8112号農林水産省生産局長通知）の別紙様式第３号「果樹産地構造

改革計画達成状況 点検シート」を使用して行いましょう。

－ ４ －

〇 輸出に関する産地の現状と今後の方向性

〇 輸出促進に向けた具体的な取組（輸出する品目・品種、輸出先国・地域の求める基準

やニーズに対応した生産・出荷体制の整備）

これらに加え、以下の取組を産地計画に記載しましょう。

【 産地計画の点検・見直し 】

流通・販売戦略

〇 消費者・実需者のニーズの把握と、把握したニーズへの対応

〇 ６次産業化や高付加価値化に向けた取組、食育や観光等と連携した取組

〇 流通の合理化に向けた取組（集出荷の省力化・効率化に向けた集出荷体制や出荷規格

の見直し等）

輸出戦略

自然災害等のリスクへの対応

〇 産地において特に対応すべきリスクの整理と、そのリスクに対応

した品種・技術の導入に向けた取組

〇 収入保険や果樹共済への加入促進に向けた取組

４．産地計画策定後の留意点

【 計画内容の着実な実行 】

消費者・実需者のニーズに応じた生産、流通の合理化に取り組みましょう。

輸出拡大による所得向上に取り組みましょう。

近年頻発する大規模災害や、鳥獣・病害虫による被害
等の様々なリスクへの対応力強化に取り組みましょう。



－ ５ －

このパンフレットに関するお問合せ先

農林水産省 生産局 園芸作物課 需給調整第２班 ℡：03-3502-5957

東北農政局 生産部 園芸特産課 ℡：022-221-6193

関東農政局 生産部 園芸特産課 ℡：048-740-0430

北陸農政局 生産部 園芸特産課 ℡：076-232-4314

東海農政局 生産部 園芸特産課 ℡：052-223-4624

近畿農政局 生産部 園芸特産課 ℡：075-414-9023

中国四国農政局 生産部 園芸特産課 ℡：086-224-4511

九州農政局 生産部 園芸特産課 ℡：096-300-6250

内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課 ℡：098-866-1653

【 メモ 】


